
 

 

令和 ３年 ２月 １８日 

建 設 局 

 

 

 
 

東京都が整備を進めている東京都市計画道路補助線街路第 128 号線のうち、世田谷

区世田谷二丁目から同区桜一丁目までの約 400m 区間について、下記のとおり交通開

放します。 

これにより、世田谷通りから城山通りまでの交通の円滑化が図られるとともに、生活

道路へ流入する通過交通が減少するなど、安全性の向上が期待されます。 

引き続き、残る区間の早期完成を目指していきます。 

なお、今回の交通開放にあたって、開通記念式典は行いません。 

 

記 
 

１ 路 線 名  東京都市計画道路補助線街路第 128 号線 

 

２ 交通開放区間  世田谷区世田谷二丁目～同区桜一丁目（約 400m） 

 

３ 交通開放日時  令和３年３月 2０日（土・祝）正午 

 

４ 事 業 概 要 

（１）事業期間   平成 3 年度～令和 8 年度 

（２）事業延長   895ｍ 

（３）幅 員   15～28ｍ 

（４）事 業 費   約 180 億円 

 

  

 

問い合わせ先 

建設局 道路建設部   街路課 林（はやし） 

 ダイヤルイン 03－5320－5340 都庁内線 40－740  

第二建設事務所 工事第一課 木下（きのした） 

ダイヤルイン 03－3774－9001 

 

補助第 128 号線（桜）交通開放 

－令和 3 年 3 月 2０日（土・祝）正午－ 

別紙１
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